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事
後
的
救
済
方
法
と
し
て
の
製
造
物
責
任

徳
　
本

四

一二三四

製
造
物
責
任

製
造
物
責
任
を
め
ぐ
る
わ
が
国
の
学
説
・
判
例
の
傾
向

製
造
物
責
任
を
め
ぐ
る
諸
外
国
立
法
例
の
動
向

む
　
す
　
び

　
本
稿
は
、
一
九
九
〇
年
一
〇
月
七
日
の
日
本
私
法
学
会
主
催
の
慶
応
義
塾
大
学
法
学
部
に
お
け
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
製
造
物
責
任
」
に
つ
い
て
、
そ
の

「
総
論
」
と
し
て
報
告
さ
れ
た
も
の
に
、
そ
こ
で
の
討
論
等
を
踏
ま
え
て
若
干
の
加
筆
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
徳
本
正
彦
教
授
の
還
暦
祝
賀
論
文
と
し

て
、
こ
の
拙
い
論
稿
を
捧
げ
る
も
の
で
あ
る
。

論説

製
造
物
責
任

何
を
も
っ
て
製
造
物
責
任
と
す
る
か
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
立
法
を
欠
く
わ
が
国
の
現
状
に
お
い
て
は
、
そ
れ
自
体
、
出
発
で
あ

る
と
同
時
に
目
的
で
も
あ
る
事
柄
で
あ
り
、
　
つ
の
検
討
課
題
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
製
造
物
に
か
か
わ
る
損
害
の
う
ち
、
た
と
え
ば
、
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論説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

売
買
に
お
け
る
目
的
物
の
暇
疵
自
体
に
つ
い
て
の
損
害
に
関
し
て
は
、
両
条
の
関
係
を
め
ぐ
る
学
説
・
判
例
の
争
い
を
し
ば
ら
く
置
け
ば
、

民
法
五
七
〇
条
の
堰
疵
担
保
責
任
や
民
法
四
一
五
条
の
債
務
不
履
行
責
任
等
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
か
ぎ
り
で
は
製
造
物
に
か
か

わ
る
損
害
の
う
ち
、
被
害
者
の
救
済
を
め
ぐ
っ
て
法
適
用
上
特
に
問
題
に
な
る
の
は
、
製
造
物
の
暇
疵
（
欠
陥
）
に
起
因
す
る
結
果
と
し

て
生
じ
た
生
命
、
身
体
、
ま
た
は
財
産
に
関
す
る
損
害
の
賠
償
で
あ
る
。

　
二
　
後
述
ざ
れ
る
よ
う
に
、
今
旧
、
諸
外
国
で
は
、
製
造
物
責
任
に
つ
い
て
多
く
の
立
法
例
の
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
れ
ら
の
立
法
例
に
あ
っ
て
は
、
若
干
の
差
異
こ
そ
あ
れ
、
製
造
物
責
任
の
内
容
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
右
の
よ
う
な
製
造
物
の
欠
陥
に

起
因
す
る
結
果
と
し
て
生
じ
た
生
命
、
身
体
、
ま
た
は
財
産
に
関
す
る
損
害
の
賠
償
責
任
と
い
っ
て
よ
い
。
た
と
え
ば
、
こ
の
点
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
、
一
九
入
五
年
の
E
C
理
事
会
指
令
は
、
そ
の
一
条
で
、
「
製
造
者
は
、
製
造
物
の
欠
陥
に
起
因
す
る
損
害
に
対
し
、
責
任
を
負
う
も
の

と
す
る
」
と
規
定
し
、
こ
の
場
合
の
損
害
と
は
、
「
死
亡
ま
た
は
身
体
傷
害
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
」
、
「
欠
陥
の
存
在
す
る
製
造
物
以
外
の

財
産
に
対
す
る
損
害
ま
た
は
当
該
財
産
の
滅
失
」
に
か
か
わ
る
損
害
で
あ
る
こ
と
を
明
覚
し
て
い
る
（
九
条
）
。
わ
が
国
の
学
説
に
お
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

も
、
ほ
ぼ
同
様
の
説
明
が
少
な
く
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
説
明
の
便
宜
も
あ
っ
て
、
と
り
あ
え
ず
、
製
造
物
責
任
を
、
そ
の
総
体

に
お
い
て
、
製
造
物
の
欠
陥
に
よ
っ
て
、
他
人
の
生
命
・
身
体
が
侵
害
さ
れ
ま
た
は
欠
陥
の
存
在
す
る
製
造
物
以
外
の
財
産
が
侵
害
さ
れ

た
場
合
の
損
害
賠
償
責
任
と
し
て
お
き
た
い
。
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二
　
製
造
物
責
任
を
め
ぐ
る
わ
が
国
の
学
説
・
判
例
の
動
向

　
閣
　
わ
が
国
に
お
い
て
、
製
造
物
責
任
事
故
が
顕
著
と
な
る
の
は
第
二
次
世
界
大
戦
以
後
の
こ
と
で
あ
り
、
昭
和
三
〇
年
前
後
の
森
永

　
　
　
　
　
る
　

粉
乳
中
毒
事
故
は
そ
の
代
表
的
な
も
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
種
の
事
故
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の
製
造
物
責
任
を
裁
判
所
で
本
格
的
に
争

わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
さ
ら
に
進
ん
で
昭
和
四
〇
年
な
い
し
五
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
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段
階
に
至
る
と
わ
が
国
の
製
造
物
責
任
を
め
ぐ
る
判
例
理
論
も
か
な
り
明
確
な
も
の
と
な
っ
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
そ
れ
に
至
る

ま
で
の
わ
が
国
の
製
造
物
責
任
理
論
は
、
も
っ
ぱ
ら
学
説
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
わ
け
で
も
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
わ
が
国
の
製
造
物
責
任

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

理
論
は
、
ま
ず
学
説
に
先
導
さ
れ
、
つ
づ
い
て
判
例
理
論
へ
と
展
開
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
製
造
物

責
任
を
め
ぐ
る
要
件
・
効
果
等
の
具
体
的
課
題
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
そ
れ
に
か
か
わ
る
学
説
・
判
例
の
動
向
は
、
そ
れ
ぞ
れ
各
論
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
別
稿
で
検
討
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
製
造
物
責
任
、
つ
ま
り
、
製
造
物
の
欠
陥
に
よ
っ
て
、
結
果
と
し
て
生

じ
た
他
人
の
生
命
・
身
体
・
財
産
に
関
す
る
損
害
の
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
事
後
的
救
済
方
法
の
枠
組
と
い
っ
た
観
点
か
ら
、

こ
れ
ら
の
学
説
、
判
例
理
論
を
概
観
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
二
　
製
造
物
責
任
の
言
葉
に
と
ら
わ
れ
な
け
れ
ば
、
わ
が
国
の
製
造
物
責
任
に
つ
い
て
の
学
説
は
す
で
に
昭
和
三
〇
年
代
の
中
葉
か
ら
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み
ら
れ
る
。
加
藤
一
郎
教
授
の
一
連
の
関
係
論
文
や
そ
れ
に
つ
づ
く
有
泉
亨
教
授
等
の
諸
論
文
が
そ
の
代
表
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
各
研
究
者
に
よ
る
お
び
た
だ
し
い
学
説
の
展
開
は
、
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
い
ま
、
こ
れ
ら
の
学
説
を
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
の
救
済

方
法
の
枠
組
と
い
っ
た
観
点
か
ら
整
理
す
れ
ば
、
大
き
く
わ
け
て
、
契
約
法
上
の
救
済
方
法
と
不
法
行
為
法
上
の
救
済
方
法
と
の
二
つ
に

わ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
う
ち
、
前
者
の
契
約
法
上
の
救
済
方
法
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
、
（
イ
）
璃
疵
担
保
責
任
説
、
（
ロ
）
債

務
不
履
行
責
任
説
、
（
ハ
）
保
証
責
任
説
、
（
二
）
付
随
義
務
違
反
説
等
（
信
義
則
上
や
安
全
配
慮
義
務
上
の
も
の
を
含
む
）
に
わ
け
ら
れ

る
。
ま
た
、
後
者
の
不
法
行
為
法
上
の
救
済
方
法
に
つ
い
て
は
、
（
ホ
）
過
失
責
任
説
、
（
へ
）
工
作
物
責
任
説
、
（
ト
）
無
過
失
責
任
説
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

に
わ
け
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
学
説
は
、
い
ち
お
う
現
行
法
の
解
釈
理
論
と
し
て
提
起
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
注
目
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

が
、
同
時
に
一
長
一
短
も
否
定
し
が
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
詩
話
担
保
責
任
説
は
無
過
失
責
任
と
な
る
点
は
長
所
で
あ
る
が
、

賠
償
の
範
囲
、
さ
ら
に
は
第
三
者
被
害
の
場
合
の
契
約
責
任
等
に
つ
い
て
は
工
夫
を
要
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
債
務
不
履
行
責
任
説
、

保
証
責
任
説
、
付
随
義
務
違
反
説
は
、
被
害
者
の
過
失
立
証
責
任
の
負
担
を
免
れ
さ
せ
る
点
は
長
所
で
あ
る
が
、
や
は
り
第
三
者
被
害
の

場
合
の
契
約
責
任
性
等
に
つ
い
て
は
工
夫
を
要
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
次
に
、
不
法
行
為
法
上
の
救
済
方
法
で
あ
る
が
、
こ
の
立
場
は
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論説

契
約
性
に
拘
束
さ
れ
な
い
の
で
単
純
か
つ
柔
軟
で
あ
る
。
次
に
示
さ
れ
る
判
例
理
論
の
大
部
分
が
こ
の
方
向
に
進
ん
で
い
る
の
も
理
解
さ

れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
立
場
に
お
い
て
も
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
ま
ず
七
〇
九
条
に
基
づ
く
過
失
責
任
説
で
あ
る

が
、
あ
ら
ゆ
る
製
造
物
責
任
事
故
を
対
象
と
し
う
る
点
は
長
所
で
あ
る
が
、
成
立
要
件
と
し
て
の
故
意
・
過
失
や
被
害
者
の
過
失
立
証
責

任
の
原
則
は
、
各
種
各
様
の
商
品
の
出
現
を
考
え
る
と
き
常
に
公
平
妥
当
と
は
い
い
が
た
い
で
あ
ろ
う
。
「
さ
ら
に
、
法
人
企
業
製
造
の
場

合
の
過
失
責
任
主
体
を
め
ぐ
る
四
四
条
や
七
一
五
条
と
七
〇
九
条
の
関
係
に
つ
い
て
も
工
夫
を
要
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て

ま
た
、
工
作
物
責
任
説
（
七
一
七
条
）
や
無
過
失
責
任
説
の
提
起
と
な
る
わ
け
で
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
学
説
は
立
法
論
と
し
て
は
と
も

か
く
、
現
行
法
の
解
釈
理
論
と
な
る
と
い
ず
れ
も
工
夫
を
要
す
る
と
こ
ろ
と
い
え
よ
う
。
そ
の
結
果
、
不
法
行
為
法
上
の
救
済
方
法
と
し

て
は
過
失
責
任
説
が
中
心
と
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
過
失
責
任
説
も
、
次
に
示
さ
れ
る
判
例
理
論
の
出
現
と
と
も
に
そ
の
内
容
は
き

わ
め
て
広
範
な
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
、
他
方
で
は
、
そ
の
限
界
な
い
し
不
適
合
さ
か
ら
無
過
失
責
任
立
法
の
提
唱
を
み
る
と
こ
ろ

で
も
あ
る
。

　
三
　
事
後
的
救
済
方
法
の
枠
組
と
い
っ
た
観
点
か
ら
み
た
、
わ
が
国
の
製
造
物
責
任
に
か
か
わ
る
学
説
の
動
向
が
、
契
約
法
上
の
救
済

方
法
お
よ
び
不
法
行
為
法
上
の
救
済
方
法
に
二
大
別
さ
れ
る
こ
と
は
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
学
説
の
動
向
に

　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

対
し
て
判
例
理
論
は
ど
う
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
判
例
理
論
の
方
は
、
若
干
の
契
約
法
上
の
救
済
方
法
も
み
ら
れ
な
く
は
な
い
が
、
た
と

え
ば
カ
ネ
ミ
油
症
訴
訟
や
ス
モ
ン
病
訴
訟
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
大
勢
は
不
法
行
為
法
上
の
救
済
方
法
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ

し
て
、
こ
の
点
が
判
例
理
論
の
特
徴
の
一
つ
と
い
え
よ
う
。
判
例
理
論
の
第
二
の
特
徴
は
、
不
法
行
為
法
上
の
救
済
方
法
の
中
心
が
七
〇

九
条
の
過
失
責
任
に
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
場
合
の
過
失
を
製
造
者
の
予
見
義
務
違
反
と
と
る
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
結
果
回
避

義
務
違
反
と
と
る
に
せ
よ
、
さ
ら
に
は
両
義
務
違
反
と
と
る
に
せ
よ
、
そ
の
注
意
義
務
の
程
度
が
、
き
わ
め
て
高
度
な
い
し
厳
格
な
も
の

と
判
断
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
点
で
あ
る
。
判
例
理
論
の
第
三
の
特
徴
は
、
右
の
第
二
の
特
徴
に
関
連
し
て
、
判
例
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
よ

う
な
高
度
な
い
し
厳
格
な
注
意
義
務
の
事
実
上
の
推
定
を
試
み
て
い
る
も
の
も
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
判
例
理
論
の
第
四
の
特
徴
は
、
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製
造
者
が
法
人
企
業
で
あ
る
場
合
の
過
失
責
任
に
つ
い
て
、
原
則
的
な
四
四
条
や
七
一
五
条
の
構
成
に
よ
ら
な
い
で
法
人
企
業
そ
れ
自
体

を
責
任
主
体
と
す
る
七
〇
九
条
構
成
を
採
用
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
傾
向
の
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

か
で
、
な
お
、
四
四
条
や
七
一
五
条
構
成
を
踏
襲
す
べ
き
と
す
る
、
た
と
え
ば
ク
ロ
ロ
キ
ン
薬
害
訴
訟
判
決
も
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
以
上
が
、
救
済
方
法
の
観
点
か
ら
、
と
り
あ
え
ず
指
摘
さ
れ
る
判
例
理
論
の
諸
特
徴
で
あ
る
が
、
個
々
の
判
決
に
つ
い
て
は
と
も
か
く
、

こ
の
よ
う
な
諸
特
徴
の
上
に
成
り
立
つ
判
例
理
論
と
し
て
の
製
造
物
責
任
の
一
般
的
傾
向
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
学
説
は
、
被
害
者
の
適

正
な
い
し
公
平
な
救
済
に
よ
り
近
づ
く
も
の
と
し
て
、
こ
れ
を
支
持
す
る
と
こ
ろ
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
学
説
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
よ

う
な
諸
特
徴
を
持
っ
た
製
造
物
責
任
は
、
伝
統
的
な
過
失
責
任
か
ら
無
過
失
責
任
化
へ
の
理
論
で
あ
る
と
か
、
過
失
の
衣
を
着
た
無
過
失

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
　

責
任
の
理
論
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
過
失
責
任
か
ら
無
過
失
責
任
へ
の
一
つ
の
架
橋
理
論
と
位
置
づ
け
る
も
の
も
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
こ
と
は
、
同
時
に
過
失
責
任
と
し
て
の
製
造
物
責
任
の
限
界
な
い
し
不
適
合
さ
を
示
す
こ
と
で
も
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　

点
か
ら
無
過
失
責
任
立
法
の
提
唱
と
な
る
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
ら
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。

三
　
製
造
物
責
任
を
め
ぐ
る
諸
外
国
立
法
例
の
動
向

　
闘
　
製
造
物
責
任
に
つ
い
て
、
特
に
救
済
方
法
の
枠
組
み
の
観
点
か
ら
の
以
上
の
よ
う
な
、
わ
が
国
の
学
説
・
判
例
の
動
向
に
対
し
て
、

諸
外
国
の
製
造
物
責
任
は
ど
う
で
あ
る
か
で
あ
る
が
、
諸
外
国
の
、
そ
し
て
、
特
に
最
近
時
の
製
造
物
責
任
の
特
徴
は
、
ま
ず
、
製
造
物

責
任
の
新
し
い
立
法
の
増
加
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

“
二
　
比
較
法
的
に
み
て
、
い
ち
早
く
製
造
物
責
任
の
展
開
さ
れ
た
の
は
ア
メ
リ
カ
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
、
製
造
物
責
任
に
つ
い
て
過
失

責
任
の
法
理
や
保
証
責
任
の
法
理
等
を
経
て
、
不
法
行
為
法
上
の
厳
格
責
任
へ
と
発
展
し
て
ゆ
く
の
は
、
一
九
六
〇
年
代
と
い
わ
れ
る
。

た
と
え
ば
、
妻
か
ら
プ
レ
ゼ
ン
ト
さ
れ
た
電
動
工
具
の
欠
陥
に
よ
る
夫
の
傷
害
に
対
し
て
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
最
高
裁
が
厳
格
責
任
を
判
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示
し
た
一
九
六
三
年
の
グ
リ
ー
ン
マ
ン
判
決
以
来
、
こ
の
法
理
は
一
九
六
五
年
の
第
二
次
不
法
行
為
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
（
刃
国
ω
↓
〉

↓
国
ζ
国
Z
↓
O
閃
ピ
〉
≦
鳩
ω
国
O
O
Z
O
↓
O
幻
↓
ω
）
の
四
〇
二
A
条
で
支
持
さ
れ
る
と
と
も
に
（
な
お
四
〇
二
B
条
参
照
）
、
多
く
の
州
の
裁

判
所
で
採
用
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
判
例
法
の
発
展
に
対
し
て
、
他
方
で
は
制
定
法
に
よ
る
製
造
物
責
任
の
統
一

化
の
傾
向
も
う
か
が
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
一
九
七
九
年
一
〇
月
三
一
日
に
、
過
失
責
任
と
厳
格
責
任
と
の
併
用
を
原
則
と
す
る
、
い

わ
ゆ
る
モ
デ
ル
法
（
7
h
O
α
①
一
ご
昌
一
h
O
噌
【
口
　
℃
「
O
α
螺
O
け
］
「
一
ρ
げ
＝
謬
楓
＞
O
件
）
が
連
邦
商
務
省
に
よ
り
制
定
さ
れ
、
各
州
の
採
用
が
課
題
に
さ
れ
て

い
る
と
と
も
に
、
連
邦
法
自
体
と
し
て
も
、
た
と
え
ば
カ
ス
テ
ン
法
案
、
ダ
ン
フ
ォ
ー
ス
法
案
、
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
法
案
等
の
各
種
の
製

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

造
物
責
任
法
案
の
提
出
を
み
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。

　
三
　
次
に
、
ヨ
差
額
ヅ
パ
で
は
、
E
C
、
お
よ
び
そ
の
加
盟
国
、
さ
ら
に
は
、
い
わ
ゆ
る
欧
州
会
議
加
盟
国
の
諸
国
に
お
け
る
近
時
の

製
造
物
責
任
の
立
法
化
が
顕
著
で
あ
る
。
ま
ず
、
E
C
は
、
一
九
八
五
年
七
月
二
五
日
置
「
欠
陥
製
造
物
に
つ
い
て
の
責
任
に
関
す
る
加
盟

国
の
法
律
∵
規
則
、
お
よ
び
行
政
上
の
規
定
の
調
整
の
た
め
の
閣
僚
理
事
会
指
令
」
（
O
O
d
Z
9
ピ
U
田
国
O
目
く
じ
噂
O
岡
鄭
。
α
言
ξ
一
こ
口
。
切

8
島
①
碧
嘗
。
惹
ヨ
馨
δ
昌
o
h
一
出
置
≦
ρ
「
o
o
q
巳
僧
鉱
。
三
碧
α
巴
自
門
三
ω
霞
9
。
銘
く
。
凛
。
〈
帥
ω
凶
。
霧
o
h
3
0
］
≦
o
∋
σ
臼
ω
鼠
8
ω
0
8
8
ヨ
ぎ
α
Q

墾
田
ξ
8
「
α
o
h
①
9
ぞ
Φ
凛
。
α
⊆
9
ω
）
を
採
択
す
る
と
と
も
に
、
同
月
三
〇
日
、
こ
れ
を
各
加
盟
国
に
通
告
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
各
加
盟

国
は
一
九
八
八
年
七
月
三
〇
日
ま
で
に
こ
の
指
令
に
基
づ
い
た
国
内
法
と
し
て
の
製
造
物
責
任
を
整
備
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
わ

け
で
あ
る
。
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
こ
の
指
令
に
基
づ
い
て
国
内
法
を
新
し
く
立
法
化
し
た
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
（
一
九
八
七
年
五
月
一
五

日
）
、
ギ
リ
シ
ャ
（
一
九
八
八
年
三
月
三
一
日
）
、
イ
タ
リ
ア
（
一
九
八
八
年
五
月
二
四
日
）
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
（
一
九
八
九
年
四
月
一
＝

日
）
、
デ
ン
マ
ー
ク
（
一
九
八
九
年
六
月
七
日
）
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
（
一
九
八
九
年
一
〇
月
五
日
）
、
西
ド
イ
ツ
（
一
九
八
九
年
＝
一
月
一
五

日
）
で
あ
り
、
草
案
の
発
表
さ
れ
た
も
の
に
、
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ス
ペ
イ
ン
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
等
が
み
ら
れ
る
。
ま

た
、
欧
州
会
議
加
盟
国
で
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
（
一
九
八
八
年
一
月
二
一
日
）
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
（
一
九
八
八
年
一
二
月
二
一
二
日
）
等
の
立
法
化

　
　
　
　
り
　

が
み
ら
れ
る
。
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四
　
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
お
び
た
だ
し
い
数
の
立
法
に
み
ら
れ
る
製
造
物
責
任
の
、
そ
し
て
、
特
に
救
済
方
法
の
枠
組
の
観
点
か
ら
み

た
特
徴
で
あ
る
。
ま
ず
、
こ
れ
ら
の
立
法
に
お
い
て
、
そ
の
対
象
と
な
る
損
害
が
、
原
則
と
し
て
、
「
製
造
物
の
欠
陥
に
起
因
す
る
損
害
」

で
、
「
死
亡
ま
た
は
身
体
傷
害
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
」
、
「
欠
陥
の
存
在
す
る
製
造
物
以
外
の
財
産
に
対
す
る
損
害
ま
た
は
当
該
財
産
の

滅
失
」
に
よ
る
損
害
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
（
E
C
理
事
会
指
令
一
条
、
九
条
参
照
）
、
す
で
に
序
論
で
も
述
べ
ら
れ
た
と
お
り
で
あ
る
。

第
二
の
特
徴
は
、
こ
の
損
害
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
損
害
賠
償
責
任
は
、
不
法
行
為
法
上
の
、
い
わ
ゆ
る
無
過
失
責
任
と
す
る
の
が
大
勢

と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ぼ
、
こ
の
点
に
つ
い
て
E
C
理
事
会
指
令
前
文
は
、
同
一
条
の
損
害
賠
償
責
任
が
製
造
者
側
の
無

過
失
責
任
（
一
身
σ
一
一
一
蔓
三
チ
2
二
雲
ε
と
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
責
任
の
採
用
さ
れ
る
理
由
は
、
特

に
専
門
的
技
術
が
向
上
し
て
い
る
現
代
に
あ
っ
て
、
最
新
技
術
に
よ
る
生
産
に
内
在
す
る
危
険
の
公
平
な
配
分
と
い
う
問
題
を
適
切
に
解

決
す
る
唯
｝
の
方
法
と
考
え
ら
れ
る
点
に
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
第
三
の
特
徴
は
、
右
の
よ
う
な
賠
償
責
任
、
つ
ま
り
製
造
物
責
任
を
負

う
の
は
、
原
則
と
し
て
欠
陥
製
造
物
の
製
造
者
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
製
造
者
に
は
、
一
般
に
完
成
品
の
製
造
者
、
原

材
料
の
製
造
者
、
表
示
上
の
製
造
量
、
輸
入
業
者
、
供
給
者
が
含
ま
れ
る
も
の
と
さ
れ
、
対
被
害
者
の
関
係
で
は
一
種
の
画
一
化
責
任
を

認
め
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
（
E
C
理
事
会
指
令
一
条
、
三
条
参
照
）
。
第
四
の
特
徴
は
、
立
法
技
術
と
し
て
、
右
の
よ
う
な
製
造
物
責

任
の
立
法
に
あ
た
っ
て
、
原
則
と
し
て
製
造
物
の
種
類
に
よ
る
個
別
的
立
法
を
と
ら
ず
包
括
的
立
法
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

四
　
む
　
す
　
び

　
一
　
と
こ
ろ
で
、
日
本
私
法
学
会
は
、
こ
れ
ま
で
製
造
物
責
任
に
つ
い
て
二
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
た
。
一
回
目
の
昭
和
四
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
主
と
し
て
現
行
法
の
解
釈
・
運
用
を
討
論
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
二
回
目
の
昭
和
五
〇
年
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
　

主
と
し
て
立
法
論
を
討
論
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
今
日
に
至
る
ま
で
の
製
造
物
責
任
を
め
ぐ
る
学
説
・
判
例
理
論
の
発
展
、
さ
ら

57　（4　　51）　535



論説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

に
は
内
外
に
わ
た
る
立
法
資
料
の
増
加
は
、
き
わ
め
て
著
し
い
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
経
過
を
た
ど
る
と
き
、
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

の
特
徴
は
、
製
造
物
責
任
の
処
理
に
つ
い
て
現
行
法
で
は
ど
こ
ま
で
解
決
で
き
る
の
か
、
も
し
、
そ
こ
に
限
界
や
難
点
が
あ
る
と
す
れ
ば

そ
の
処
理
、
つ
ま
り
立
法
は
ど
ん
な
内
容
に
な
る
べ
き
で
あ
る
の
か
と
い
っ
た
、
前
回
以
後
の
資
料
を
も
参
照
し
て
の
解
釈
・
立
法
の
両

面
に
わ
た
る
討
論
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
観
点
か
ら
の
よ
り
具
体
的
な
、
つ
ま
り
各
論
的
な
討
論
課
題
が
脚
質
で
検

討
さ
れ
る
、
ω
日
本
の
判
例
、
㈲
製
造
物
、
の
責
任
基
準
ω
欠
陥
、
②
証
明
問
題
、
ω
責
任
主
体
、
㈹
損
害
論
、
ω
責
任
の
減
免
・
制
限
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　

．
そ
し
て
、
さ
ら
に
は
ω
立
法
へ
の
提
案
等
で
あ
る
。

　
二
　
そ
こ
で
、
・
よ
り
正
確
に
は
こ
れ
ら
の
各
論
的
考
察
を
待
っ
て
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
を
先
取
り
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
総
論

的
考
察
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
製
造
物
責
任
は
、
や
は
り
、
原
則
と
し
て
、
製
造
者
（
広
義
）
の
不
法
行
為

上
の
い
わ
ゆ
る
無
過
失
責
任
と
し
て
立
法
化
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

・
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
は
、
や
は
り
E
C
理
事
会
指
令
前
文
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
製
造
者
側
の
無
過
失
責
任
は
、
特
に
専
門
的
技

術
が
向
上
し
て
い
る
現
代
に
あ
っ
て
、
最
新
技
術
に
よ
る
生
産
に
内
在
す
る
危
険
の
公
平
な
配
分
の
一
方
法
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　

被
害
者
の
公
平
な
保
護
に
通
ず
る
も
の
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
の
理
由
は
、
新
立
法
を
契
機
に
、
要
件
、
効
果
等
の
整
備
と
と

も
に
、
今
回
は
討
論
課
題
か
ら
は
除
外
さ
れ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
責
任
の
分
散
・
担
保
や
紛
争
処
理
機
構
の
整
備
が
可
能
と
思
わ
れ
る
こ

と
で
あ
る
。
第
三
の
理
由
は
、
世
界
的
規
模
で
の
国
際
交
流
化
の
今
日
わ
が
国
の
製
造
物
責
任
も
少
な
く
と
も
国
際
的
水
準
を
維
持
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

こ
と
が
要
請
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
三
　
次
に
、
右
の
製
造
物
責
任
立
法
を
め
ぐ
っ
て
は
、
諸
外
国
の
立
法
に
顕
著
な
よ
う
に
包
括
的
立
法
に
よ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
個
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　

的
立
法
に
よ
る
の
か
、
と
い
っ
た
立
法
技
術
の
問
題
が
あ
る
。
わ
が
国
の
無
過
失
責
任
立
法
は
、
た
と
え
ば
鉱
害
や
原
子
力
災
害
に
か
か

わ
る
立
法
の
よ
う
に
業
種
別
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
製
造
物
に
か
か
わ
る
、
た
と
え
ば
医
薬
品
副
作
用
被
害
救
済
基
金
法
（
昭
和
五
四
年

法
律
五
五
号
）
も
そ
う
で
あ
る
。
両
立
法
技
術
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
長
所
が
あ
る
が
、
製
造
物
の
よ
う
に
そ
の
種
類
が
き
わ
め
て
広
範
な
場
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合
に
は
、
や
は
り
諸
外
国
の
場
合
と
同
様
に
包
括
的
立
法
に
よ
る
べ
き
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
そ
の
立
法
の
な
か
で
、
さ
ら

に
は
そ
の
運
用
で
業
種
間
の
不
公
平
さ
を
補
う
方
法
が
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
四
　
お
わ
り
に
、
以
上
か
ら
、
事
後
的
救
済
方
法
と
し
て
の
製
造
物
責
任
は
、
結
局
、
包
括
的
な
不
法
行
為
法
上
の
無
過
失
責
任
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

て
立
法
化
さ
れ
る
べ
き
こ
と
と
な
る
（
提
案
第
二
参
照
）
。
そ
の
場
合
、
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
こ
の
場
合
の
、
い
わ
ゆ
る
無

過
失
責
任
が
、
伝
統
的
な
過
失
責
任
の
主
観
的
成
立
要
件
と
し
て
の
故
意
・
過
失
の
修
正
型
と
し
て
の
み
理
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
ま
ず
、
故
意
・
過
失
の
理
論
上
、
あ
る
い
は
立
証
上
の
説
明
の
困
難
な
場
面
に
お
い
て
は
、
同
時
に
、

因
果
関
係
上
の
説
明
も
困
難
に
な
る
場
合
が
大
部
分
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
文
字
ど
お
り
に
故
意
・
過
失
の
み
の
修
正
型
と
し
て
の
無

過
失
責
任
で
は
、
そ
れ
が
実
現
し
よ
う
と
し
た
公
平
な
危
険
の
配
分
は
と
う
て
い
期
待
し
が
た
い
か
ら
で
あ
る
。
特
に
、
製
造
物
責
任
の

よ
う
に
、
製
造
過
程
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
の
後
の
流
通
過
程
や
消
費
者
の
使
用
過
程
に
至
る
ま
で
の
沢
山
の
独
立
人
格
者
の
介
入
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　

考
慮
す
れ
ば
な
お
さ
ら
と
も
い
い
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
諸
外
国
の
製
造
物
責
任
が
、
事
実
上
の
推
定
等
を
含
め
て
因
果
関
係
の
立
証
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ザ
　

各
種
の
工
夫
を
試
み
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
E
C
理
事
会
指
令
も
一
般
規
定
と
し
て
は
と
も
か
く
、
同
指
令
の
、
た
と

え
ば
第
三
条
の
製
造
者
の
画
一
化
制
度
、
第
六
条
の
欠
陥
の
推
定
制
度
等
は
、
い
ず
れ
も
因
果
関
係
の
証
明
緩
和
に
も
機
能
す
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
提
案
が
、
そ
の
第
五
で
欠
陥
の
推
定
を
、
ま
た
第
六
で
因
果
関
係
の
推
定
を
そ
れ
ぞ
れ
規
定
し
て
い
る
こ
と
は
注

目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
推
定
規
定
は
、
す
で
に
昭
和
五
〇
年
の
日
本
私
法
学
会
に
お
け
る
製
造
物
責
任
法
要

　
　
　
　
　

綱
試
案
に
も
み
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
他
方
、
無
過
失
責
任
と
し
て
の
製
造
物
責
任
は
、
製
造
物
の
欠
陥
か
ら
生
ず
る
総
て
の
損
害
に

及
ぶ
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
点
は
、
た
と
え
ば
E
C
理
事
会
指
令
に
も
明
文
化
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
こ
で
は
賠
償
さ
れ
る
べ
き
損
害

の
定
型
化
・
類
型
化
が
試
み
ら
れ
て
い
る
（
指
令
第
二
条
、
第
九
条
参
照
）
。
も
ち
ろ
ん
、
同
様
な
試
み
は
、
提
案
（
第
三
、
第
九
参
照
）

や
、
製
造
物
責
任
法
要
綱
試
案
（
第
二
条
、
第
三
条
参
照
）
に
も
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
損
害
の
定
型
化
・
類

型
化
は
、
無
過
失
責
任
と
し
て
の
製
造
物
責
任
の
対
象
と
な
る
損
害
が
、
製
造
物
に
内
在
す
る
危
険
性
に
基
づ
く
損
害
を
前
提
に
す
る
た
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め
と
も
理
解
し
う
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
同
時
に
、
こ
の
よ
う
な
損
害
の
定
型
化
・
類
型
化
が
、
責
任
の
分
散
・
担
保
と
し
て
の
責
任
保
険

制
度
等
と
よ
り
結
合
し
や
す
く
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
あ
ま
り
多
く
の
説
明
を
要
し
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
以
上
の
よ
う

に
概
観
す
る
と
き
、
事
後
的
救
済
方
法
と
し
て
の
無
過
失
責
任
と
な
る
べ
き
製
造
物
責
任
は
、
伝
統
的
な
過
失
責
任
の
主
観
的
・
客
観
的

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

両
成
立
要
件
の
修
正
型
の
中
に
そ
の
あ
る
べ
き
姿
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
ぎ
る
と
も
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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［
注
］

　
　
（
1
）
た
と
え
ば
、
柚
木
馨
・
売
主
暇
疵
担
保
責
任
の
研
究
一
六
六
頁
以
下
、
星
野
英
一
・
民
法
概
論
W
（
契
約
Y
一
二
五
頁
、
北
川
善
太
郎
・
契
約

　
　
　
　
責
任
の
研
究
三
〇
一
頁
以
下
参
照
。

　
　
（
2
）
好
美
清
光
「
E
C
指
令
と
製
造
物
責
任
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
六
七
三
号
一
六
頁
以
下
。
本
論
文
の
E
C
指
令
は
、
す
べ
て
こ
れ
に
よ
る
。

　
　
（
3
）
た
と
え
ば
、
平
野
裕
之
・
製
造
物
責
任
の
理
論
と
法
解
釈
二
七
三
頁
以
下
参
照
。

　
　
（
4
）
加
藤
一
郎
・
不
法
行
為
法
の
研
究
一
六
一
．
一
頁
以
下
参
照
。

　
（
5
）
こ
れ
ら
の
発
展
に
つ
い
て
は
、
川
井
健
・
製
造
物
責
任
の
研
究
二
一
＝
頁
、
加
藤
雅
信
「
製
造
物
責
任
規
範
と
そ
の
問
題
点
ω
」
判
例
タ
イ
ム

　
　
　
　
ズ
三
六
一
号
六
頁
、
長
尾
治
助
「
製
造
物
責
任
」
民
法
講
座
六
三
九
頁
等
参
照
。

　
（
6
）
こ
れ
ら
の
検
討
に
つ
い
て
は
、
N
B
L
四
五
六
号
六
頁
以
下
、
同
四
五
七
号
三
六
頁
以
下
、
同
四
五
八
号
三
六
頁
以
下
の
日
本
私
法
学
会
民
法

　
　
　
　
部
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
製
造
物
責
任
」
の
各
関
係
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
（
7
）
加
藤
一
郎
「
担
保
責
任
」
民
法
演
習
㈹
一
〇
四
頁
、
同
「
製
造
物
責
任
」
注
釈
民
法
⑲
＝
一
九
頁
等
。

　
　
（
8
）
有
泉
亨
「
生
産
物
責
任
論
序
説
」
市
民
社
会
と
私
法
八
二
頁
。

　
（
9
）
こ
れ
ら
の
学
説
に
つ
い
て
は
、
川
井
・
前
掲
書
二
二
二
頁
以
下
、
加
藤
雅
信
「
製
造
物
責
任
規
範
と
そ
の
問
題
点
②
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
三
六
二

　
　
　
　
号
「
四
頁
以
下
が
詳
し
い
。

　
（
1
0
）
・
こ
れ
ら
の
学
説
の
分
類
に
つ
い
て
ば
、
川
井
・
前
掲
書
四
頁
、
奥
田
昌
道
「
契
約
法
と
不
法
行
為
法
の
接
点
」
民
法
学
の
基
礎
的
課
題
㈲
二
一
二

　
　
　
　
三
頁
、
椿
寿
夫
「
商
品
製
造
者
の
賠
償
責
任
」
民
法
研
究
－
三
〇
一
頁
、
北
川
善
太
郎
「
担
保
責
任
」
新
民
法
演
習
ω
債
権
各
論
八
七
頁
、
北

　
　
　
　
川
善
太
郎
一
一
植
木
哲
「
製
造
物
責
任
の
諸
問
題
ω
1
責
任
の
性
質
」
現
代
損
害
賠
償
法
講
座
ω
医
療
事
故
・
製
造
物
責
任
二
七
九
頁
、
円
谷
峻
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「
欠
陥
商
品
に
対
す
る
メ
ー
カ
ー
の
責
任
」
現
代
契
約
法
大
系
第
四
巻
一
九
三
頁
、
平
野
・
前
掲
書
二
七
三
頁
各
参
照
。

（
1
1
）
こ
れ
ら
の
判
例
理
論
に
つ
い
て
は
、
川
井
・
前
掲
書
三
五
頁
以
下
、
森
島
昭
夫
「
製
造
物
責
任
の
発
展
ω
一
製
造
物
責
任
問
題
の
展
開
」
消
費

　
　
者
法
講
座
2
商
品
の
欠
陥
一
〇
一
頁
、
沢
井
裕
「
食
品
公
害
と
裁
判
」
法
律
時
報
五
八
巻
九
号
六
頁
、
淡
路
剛
久
「
製
造
物
責
任
の
内
容
②
1

　
　
責
任
要
件
」
消
費
者
法
講
座
2
商
品
の
欠
陥
一
＝
五
頁
、
平
野
・
前
掲
書
二
九
六
頁
、
平
野
克
明
「
薬
品
事
故
」
製
造
物
責
任
の
現
在
ω
判
例

　
　
タ
イ
ム
ズ
六
六
六
号
二
八
頁
、
徳
本
鎮
・
林
田
清
明
「
食
品
事
故
」
製
造
物
責
任
の
現
在
㊤
判
例
タ
イ
ム
ズ
六
六
六
号
五
頁
、
安
田
総
合
研
究

　
　
所
・
製
造
物
責
任
四
〇
三
頁
各
参
照
。

（
1
2
）
た
と
え
ば
営
業
用
ガ
ス
レ
ン
ジ
に
か
か
わ
る
前
橋
地
高
崎
支
判
昭
4
7
・
5
・
2
判
例
時
報
六
八
七
号
八
八
頁
。

（
1
3
）
東
京
三
重
昭
5
7
・
2
・
1
判
例
タ
イ
ム
ズ
四
五
八
号
一
八
七
頁
、
東
京
高
曇
昭
6
3
・
3
・
1
1
判
例
時
報
一
二
七
一
号
三
頁
。

（
1
4
）
川
井
健
・
不
法
行
為
法
四
三
頁
以
下
、
徳
本
鎮
・
企
業
の
不
法
行
為
責
任
の
研
究
一
〇
六
頁
。

（
1
5
）
四
宮
・
川
井
・
森
島
・
竹
内
・
竹
下
各
報
告
「
製
造
物
責
任
立
法
」
私
法
三
八
号
七
一
頁
以
下
、
川
井
・
前
掲
書
五
二
頁
、
前
田
達
明
。
不
法

　
　
行
為
法
理
論
の
展
開
四
五
頁
、
國
井
和
郎
「
製
造
物
責
任
と
立
法
学
」
法
律
時
報
五
三
巻
一
四
号
一
四
七
頁
参
照
。

（
1
6
）
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て
は
、
木
下
毅
「
諸
外
国
に
お
け
る
製
造
物
責
任
ω
i
ア
メ
リ
カ
（
現
状
を
中
心
に
）
」
消
費
者
法
講
座
②
商
品
の
欠
陥
三

　
　
四
五
頁
、
落
合
誠
一
「
諸
外
国
に
お
け
る
製
造
物
責
任
②
ー
ア
メ
リ
カ
（
立
法
を
中
心
に
）
」
消
費
者
法
講
座
②
商
品
の
欠
陥
三
八
九
頁
、
松

　
　
本
恒
雄
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
製
造
物
責
任
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
六
七
三
号
八
六
頁
各
参
照
。

（
1
7
）
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
つ
い
て
は
、
好
美
清
光
「
E
C
指
令
と
製
造
物
責
任
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
六
七
三
号
一
六
頁
、
浜
上
則
雄
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る

　
　
製
造
物
責
任
の
理
論
e
～
⇔
」
民
商
法
雑
誌
六
三
巻
六
号
八
二
九
頁
、
六
四
巻
二
号
二
二
七
頁
、
四
号
五
九
一
頁
、
能
見
善
久
「
E
C
の
製
造

　
　
物
責
任
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
六
一
号
＝
二
四
頁
、
藤
岡
康
宏
「
諸
外
国
に
お
け
る
製
造
物
責
任
㈲
1
西
ド
イ
ツ
」
消
費
者
法
講
座
②
商
品
の
欠
陥

　
　
四
＝
頁
、
飯
塚
和
之
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
製
造
物
責
任
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
六
七
三
号
七
五
頁
、
朝
見
・
前
掲
立
法
資
料
一
頁
以
下
、

　
　
ω
魯
∋
聾
－
ω
欝
。
「
＼
国
。
算
訳
。
∋
ヨ
Φ
三
碧
切
9
空
筈
島
三
。
℃
「
。
α
鼻
暮
p
津
巷
o
Q
矯
ψ
一
〇
ω
・
参
照
。

（
1
8
）
私
法
三
五
号
一
〇
〇
頁
以
下
。

（
1
9
）
私
法
三
八
号
七
「
頁
以
下
。

（
2
0
）
わ
が
国
の
近
時
の
立
法
案
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
東
京
弁
護
士
会
消
費
者
問
題
特
別
委
員
会
の
製
造
物
責
任
法
試
案
（
一
九
八
九
年
三
月
一
三

　
　
日
）
、
公
明
党
の
製
造
物
責
任
法
案
要
綱
（
平
成
二
年
二
月
七
日
）
が
あ
る
。
な
お
、
昭
和
六
三
年
度
日
本
私
法
学
会
民
法
部
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ

　
　
ム
資
料
「
不
法
行
為
法
改
革
の
方
向
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
一
八
号
八
一
頁
以
下
参
照
。
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（
2
1
）
こ
れ
ら
の
検
討
に
つ
い
て
は
、
N
B
L
四
五
六
号
六
頁
以
下
、
同
四
五
七
号
三
六
頁
以
下
、
同
四
五
八
号
三
六
頁
以
下
、
日
本
私
法
学
会
民
法

　
　
部
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
製
造
物
責
任
」
の
各
関
係
論
文
を
参
照
ざ
れ
た
い
。

（
2
2
）
無
過
失
責
任
の
根
拠
と
し
て
は
危
険
責
任
（
報
償
責
任
を
含
む
）
を
通
説
と
す
る
が
（
四
宮
和
夫
・
事
務
管
理
、
不
当
利
得
、
不
法
行
為
中
巻

　
　
　
二
五
五
頁
、
加
藤
一
郎
・
不
法
行
為
（
増
補
版
二
一
頁
、
幾
代
通
・
不
法
行
為
五
頁
等
）
、
も
ち
ろ
ん
過
失
立
証
の
困
難
性
の
回
避
、
さ
ら
に

　
　
は
事
故
損
害
の
配
分
に
要
す
る
コ
ス
ト
の
問
題
も
あ
る
（
平
井
宣
雄
・
法
政
策
学
一
四
九
頁
、
森
島
昭
夫
「
損
害
賠
償
責
任
ル
ー
ル
に
関
す
る

　
　
カ
ラ
ブ
レ
イ
ジ
理
論
」
私
法
学
の
新
た
な
展
開
四
〇
五
頁
等
）
。

（
2
3
）
国
際
交
流
の
観
点
か
ら
無
過
失
立
法
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
加
藤
一
郎
「
製
造
物
責
任
の
国
際
化
i
E
C
案
を
め
ぐ
っ
て
」
ジ
ュ
リ
ス
ト

　
　
六
八
一
号
五
三
頁
、
好
美
・
前
掲
論
文
判
例
タ
イ
ム
ズ
六
七
三
号
四
一
頁
等
。

（
2
4
）
商
事
法
務
研
究
会
・
消
費
者
保
護
政
策
に
お
け
る
製
品
の
安
全
性
等
に
係
わ
る
規
制
の
在
り
方
に
関
す
る
総
合
調
査
一
〇
〇
頁
参
照
。

（
2
5
）
本
論
文
に
引
用
さ
れ
る
各
提
案
に
つ
い
て
は
、
N
B
工
四
五
八
号
六
七
頁
以
下
の
一
九
九
〇
年
私
法
学
会
報
告
者
グ
ル
ー
プ
提
案
を
参
照
さ
れ

　
　
た
い
。

（
2
6
）
徳
本
鎮
「
福
岡
カ
ネ
ミ
油
症
第
一
審
判
決
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
六
六
六
号
八
二
頁
。
ま
た
、
独
立
人
格
者
が
介
入
す
る
因
果
関
係
の
法
的
評
価
の
問

　
　
題
を
社
会
的
因
果
関
係
と
し
特
徴
づ
け
る
も
の
に
、
同
「
製
造
物
責
任
に
つ
い
て
」
日
弁
連
昭
和
五
二
年
度
特
別
研
究
叢
書
三
五
五
頁
が
あ

　
　
る
。

（
2
7
）
ア
メ
リ
カ
の
法
理
に
つ
い
て
は
、
松
本
恒
雄
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
製
造
物
責
任
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
六
七
三
号
九
五
頁
以
下
、
ド
イ
ツ
の
法
理

　
　
に
つ
い
て
は
、
吉
野
正
三
郎
「
西
ド
イ
ツ
の
製
造
物
責
任
訴
訟
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
六
七
三
号
一
＝
二
頁
及
び
各
参
照
。

（
2
8
）
私
法
三
八
号
七
二
頁
以
下
の
製
造
物
責
任
研
究
会
に
よ
る
「
製
造
物
責
任
法
要
綱
試
案
」
の
第
五
条
、
第
六
条
参
照
。
以
下
に
引
用
さ
れ
る
要

　
　
綱
試
案
に
つ
い
て
も
右
試
案
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
2
9
）
こ
の
部
分
は
、
、
討
論
で
東
京
大
学
の
広
瀬
教
授
、
京
都
府
立
医
大
の
植
木
教
授
等
の
ご
質
問
に
お
答
え
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
、
無
過
失

　
　
責
任
と
し
て
の
鉱
害
賠
償
責
任
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
伝
統
的
な
過
失
責
任
の
主
観
的
・
客
観
的
両
成
立
要
件
の
修
正
型
と
し
て
理
解
す
べ
き

　
　
と
す
る
も
の
に
、
徳
本
鎮
・
企
業
の
不
法
行
為
責
任
の
研
究
二
八
頁
が
あ
る
。
・

，
（
3
0
）
本
論
文
は
、
す
で
に
発
生
し
た
損
害
に
か
か
わ
る
事
後
救
済
方
法
と
し
て
の
製
造
物
責
任
に
つ
い
て
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
事
前
の
救
済
方

　
　
法
と
し
て
の
差
止
請
求
や
さ
ら
に
は
行
政
規
制
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
省
略
さ
れ
て
い
る
。
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